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成 田 労 働 基 準 監 督 署 

すべての人が安心、安全、安定して

働ける社会(ちば)をめざして 

（１）「千葉労働局行政運営基本方針」

が決まりました 
成田労働基準監督署では、千葉労働局で策定した令和

5 年度行政運営基本方針に基づき、長時間労働の抑制及

びウィズコロナ・ポストコロナの「新しい働き方」の実現

等に向けて、中小企業・小規模事業者等への支援を進める

とともに、安全で健康に働くことができる環境づくりを

目指し、行政活動を展開することとしています。 

引き続き、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

なお、「労働行政のあらまし」（PR 版）は

千葉労働局ホームページで公開される予定

ですが、掲載されるまでしばらくお待ちくだ

さい。 

（2）死亡災害事例（令和 4 年） 
 昨年、当署管内で発生した死亡災害の一部事例を紹介しますが、清掃・点検・調整作業での機械へのはさ

まれ、車両の逸走は決して特殊な災害ではありません。 

 今年はすでに 1 件の死亡災害が発生していますが、死亡等の重大災害に結び付く可能性のあるリスクを

減らすため、それぞれの事業者において何をすべきか、ぜひ、お考えいただければと思います。 
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（3）令和 5 年度雇用保険料率のご案内 
 令和 5 年 4 月から、労働者負担・事業主負担の保険料率

が変更になります。 

 

令和５年度労働保険の年度更新期間は６月１日（木）～７

月 10 日（月）です。 

年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監

督署への郵送、または「電子申請」でも受け付けており、直

接窓口へ出向くことなく申告することができます。 

その際、雇用保険料率については、右表のとおり変更とな

りましたのでご注意ください。 

 なお、申告・納付の手続きがお済みでない場合は、管轄の

都道府県労働局までご相談ください。 

 

 

 

 

（4）アルバイトの労働条件を確かめよう！ 
 厚生労働省では、全国の学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める４月から７月

までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。 

 本キャンペーンは平成 27 年度から実施しており、本年で９回目となります。 

 厚生労働省「アルバイトの労働条件を確かめよう！」のサイトでは、各種トラブルの事例紹介や、相談

先のご案内などを行っています。ぜひ参考にしてみてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）ご挨拶 
 4 月 1 日付け人事異動により成田労働基準監督署で勤務することになりました。よろしくお願いします。 

  署長      星名一成 

 安全衛生課長  朝生和弥 

 労災認定調査官 橋本和文 

 労働基準監督官 小池志門 （労災課） 

 労働基準監督官 木村結衣 （安全衛生課） 

 労働基準監督官 長野 渓 （監督課） 
 

＜アルバイトの労働条件を確かめよう！サイト＞ 


